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今年の春は例年になく暖かい日々が多く，花々も通
年の 10 日以上も前に咲き始め，それに引き続いて新
緑の木々の目覚めも早く，我々の視界を通して心を和
ませるものでした。同窓生の皆さんも地域ごとの差異
は多少あるものの同様の感慨を持たれた方も多かった
のではないかと思います。
さて今年度の医療界では惑星直列と言われた，医

療・介護の同時改定が実施されましたが，叫ばれてい
たほどの大きな影響はなく（回復期リハビリテーショ
ン病棟を運営されていた法人の方々は少し大変なよ
うですが），先ずは一段落と胸をなでおろしている同
窓生諸兄も少なくないのではなかろうかと思います。
我々医療関係者は，これから加速度を付けて進んでゆ
く，高齢化に伴う様々な変化に柔軟に対応してゆかな
ければなりません。ところがそのための地域医療構想
の進め方に関しては，地方自治体ごとに進捗度が異な
り，国策としての方向性が十分には見通せない状況か
と思われます。1つは地域ごとに近未来の人口推計が
異なっていることがその原因です。もう 1つの原因
としては，地域医療構想の策定は地方自治体ごとに実
施してゆくことになっていますが，そこでリーダー
シップを発揮できる又はすべき適切な人材の設定が
あいまいであるからと考えられます。Accountability

を明確に実行できる人の設定は地方自治体の長であ
り，Responsibility を受け持つのはそれぞれの地域の
医療・介護に関わる人々（組織や個人）ということで
しょうか。しかしながら，少なくともこと埼玉県につ
いていえば，ここ 2年間で明確な調整会議は実施さ
れておらず，その孫会議の地域医療構想調整会議協議
会さえ年に１回実施されただけでした。本年度は少な
くも 3回以上の会議が実施されることになって居ま
すが，地域で不足している診療機能を十分に担保する
調整が強く望まれます。そしてもう 1つは，やはり
早急に実行されなければならない保険制度改革の問
題，即ち国民健康保険（国保）の問題です。グランド
デザインは既に出来上がっているようですが，これも
地方自治体ごとに現存している自己負担格差と給付率
を是正してゆく事になっており，Accountability と
Responsibility は地方自治体自身にあることになって
居ます。
国民皆保険制度はこれから未来に向けての我が国の

社会保障制度の根幹として，確実に堅固にデザインさ
れなければならない極めて重要な仕組みです。社会的
弱者も救済される皆保険制度の再構築のために，同窓
生諸君の参画が是非とも必要であると考えます。

巻　頭　言

副会長　田　中　政　彦



お 　 　 知 　 　 ら 　 　 せ




